
医療的ケア児の支援体制について
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■今後の対応

➢医療的ケア児のレスパイト等のニーズ調査

の実施

➢県全体での医療的ケア児の支援体制を検討

する協議会の設置



県リハビリテーション病院・こども支援
センターの病床数について

2

➢来年度からの病床移行を取り止め

＜病床数の設定＞

再検討前 再検討後

回復期リハ病棟 100 100 100

一般病棟 50 45 50

こども棟 52 24 52

療養介護棟 30 30 30

病院全体 232 199 232

病棟
現行

指定管理

次期指定管理（R8.4～）

担当：障害福祉課、医務課
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